
▼
八
百
津
町
教
育
長
の
職
務
に
専
念

す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

制
定�

　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

教
育
長
が
常
勤
の
特
別
職
と
な
り
地

方
公
務
員
法
の
一
般
職
の
規
定
の
対

象
か
ら
外
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に

職
務
専
念
義
務
の
特
例
に
つ
い
て
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
教
育
長
の
給
与
、
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定�

　
教
育
長
に
対
す
る
給
与
等
の
支
給

根
拠
が
特
別
職
の
職
員
の
支
給
根
拠

で
あ
る
地
方
自
治
法
に
変
更
と
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
条
例
を
廃

止
し
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
人
事
院
勧
告
に
よ
る
国
家
公
務
員

の
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
を
踏

ま
え
、
給
与
制
度
の
見
直
し
を
行
う

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
定
年
前
に
退
職
す
る
意

思
を
有
す
る
職
員
の
募
集
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
及
び
都

道
府
県
退
職
手
当
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
明
日
の
ま
ち
づ
く
り
基

金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　

　
基
金
の
処
分
に
関
し
て
、
そ
の
運

用
を
拡
大
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
分
担
金
徴
収
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例�

　
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
規

定
を
改
正
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
保
育
所
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例�

　
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
保
育

料
の
徴
収
根
拠
規
定
等
が
改
正
さ
れ

た
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
へ
き
地
保
育
所
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例�

　
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
準
用
し
て
い
た
公
立
保
育
所

の
保
育
料
の
徴
収
規
定
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指

定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の

制
定�

　
第
３
次
一
括
法
に
よ
り
介
護
保
険

法
が
改
正
さ
れ
、
介
護
予
防
支
援
事

業
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
町
の
条
例

で
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ�

ー
の
職
員
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
制
定�

　
第
３
次
一
括
法
に
よ
り
介
護
保
険

法
が
改
正
さ
れ
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
職
員
に
係
る
基
準
及
び
当

該
職
員
の
員
数
に
つ
い
て
町
の
条
例

で
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例�

　
介
護
保
険
料
率
の
改
定
及
び
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の

開
始
時
期
を
定
め
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
の
指
定
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例�　
第
３
次
一
括
法
に
よ
り
、
指
定
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
対
象
と
な
る

も
の
に
介
護
予
防
支
援
事
業
者
を
加

え
る
と
と
も
に
、
条
文
を
整
備
す
る

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

で
す
。�

▼
八
百
津
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例�

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ
、
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例�

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ
、
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並

び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

▼
八
百
津
町
簡
易
水
道
事
業
の
設
置

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例�

　
営
農
飲
雑
用
水
事
業
等
を
潮
南
簡

易
水
道
事
業
に
統
合
す
る
た
め
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。�

���

▼
平
成
２６
年
度
八
百
津
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）�

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
各
々
２

億
８０９
万
７
千
円
を
追
加
し
、
６５
億
８４８

万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。�

　
地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援
の
た

め
の
交
付
金
事
業
１
億
５
７
２
１
万

３
千
円
、
乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
２４０

万
円
、
青
年
就
農
給
付
金
１５０
万
円
、

有
害
鳥
獣
捕
獲
助
成
金
１５３
万
１
千
円
、

道
路
降
雪
除
去
委
託
料
１
３
０
０
万

円
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出

金
９６４
万
５
千
円
、
各
基
金
積
立
金
２

１
２
０
万
８
千
円
の
追
加
並
び
に
２

事
業
２
億
１
５
０
９
万
３
千
円
の

翌
年
度
へ
の
繰
越
し
が
主
な
も
の
で

す
。�

▼
平
成
２６
年
度
八
百
津
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）�

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
各
々
１�

２６
日
※
例
月
出
納
検
査
�

２７
日
○
可
茂
町
村
議
会
正
副
議
長
研

　
　
　
修
会�

﹇
３
月
﹈
　
　�

２
日
○
議
会
運
営
委
員
会�

　
　
○
可
茂
広
域
一
部
事
務
組
合
議

　
　
　
会
定
例
会�

４
日
○
杉
原
ウ
ィ
ー
ク
実
行
委
員
会�

５
日
○
議
会
全
員
協
議
会�

　
　
○
第
一
回
議
会
定
例
会
開
会�

６
日
○
中
学
校
卒
業
式�

　
　
○
自
治
会
長
会�

９
日
○
議
会
運
営
委
員
会�

１０
日
○
浄
化
槽
実
務
者
研
修
会�

１１
日
○
町
立
志
式�

１３
日
○
第
一
回
議
会
定
例
会
本
会
議�

　
　
　
（
二
日
目
・
一
般
質
問
）�

１６
日
○
建
設
文
教
常
任
委
員
会�

１７
日
○
総
務
民
生
常
任
委
員
会�

２０
日
○
議
会
全
員
協
議
会�

　
　
○
第
一
回
議
会
定
例
会
閉
会�

　
　
○
ク
ラ
ブ
潮
南
高
原
総
会�

２３
日
○
国
道
４
１
８
号
安
全
祈
願
祭�

　
　
○
「
わ
た
げ
の
家
増
築
棟
」
竣

　
　
　
工
式�

２４
日
○
名
鉄
広
見
線
活
性
化
協
議
会�

　
　
○
県
町
村
議
会
議
長
評
議
員
会�

２５
日
○
各
小
学
校
卒
業
式�

２６
日
※
例
月
出
納
検
査�

２７
日
○
各
保
育
園
卒
園
式�

　
　
○
親
子
教
室
修
了
式�

２９
日
○
臨
時
議
会�

　
　
○
町
消
防
団
入
退
団
式
及
び
幹

　
　
　
部
講
習
会�

３０
日
○
可
茂
地
域
懇
談
会�

ー 3 ー�

予
　
算�


